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日本企業の雇用慣行

定期的な人事異動とジョブ･ローテーション

賃金上昇の可能性
(資格と賃金の連動)

年功賃金体系

長
期
的
契
約

充分な年金と退職金

転用不可能な
福利厚生制度 特殊訓練への

人材育成投資

残業による労働
需要変動の吸収

業績状況

安定的な賃金の保障

正
規
社
員
の
雇
用
維
持

職能資格制度 長期の昇進競争

定年退職制度

サーチコスト上昇

資料１－１ 日本の人事管理システム

各制度が相互に複雑な連関関係をもって、ひとつのシステムをつくりあげている。
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（％）

男性 女性
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資料１－２ 制度がどのように人事管理システムに組み込まれ、影響するのか
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定期的な人事異動とジョブ･ローテーション

高 年 齢 者 雇 用

第三者機関との契約締結

賃金の
切り下げ

サーチコスト
上昇

賃金上昇の可能性
(資格と賃金の連動)

年功賃金体系
長
期
的
契
約

充分な
年金と退職金

転用不可能な
福利厚生制度 特殊訓練への

人材育成投資

労働需要変動
の吸収

各部署での
人手不足

業績状況

人件費削減

雇用外部化の
可能性

（情報の非対称性低下=評定の納得性）

［契約転換に関する合意形成＝
摩擦緩衝材としての雇用契約の再締結］

（従来部署での就業）

一定期間まで
特定職能内異
動，その後職
能横断異動

人事異動
をしない

Ｊ型人材
「職務に対して
特殊化したスキル」

雇用二分化

安定的な
賃金の保障

正
規
社
員
の
雇
用
維
持

［選抜に対する合意形成＝自己選別］

Ｏ型人材
「組織に対して

特殊化したスキル」

Ｊ-Ｏ型人材
「職務に対して特殊化したス
キル」×「組織に対して特殊
化したスキル」

同一職能内
での職場間，
事業所間異動

特定職能内の
ジョブローテー
ション，職場間
異動

（職能資格を昇格していく）

配置

（知識の開示、
技能の顕在化）

（経営活動に貢献する職務能力の獲
得）

［雇用される能力の育成＝就業機会の創出］

（心理的契約の構築）



（％）

男性 女性
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資料１－３ 制度がどのように人事管理システムに組み込まれ、影響するのか
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定期的な人事異動とジョブ･ローテーション

系列外他社への出向・転籍、転職

移動による雇用継続

賃金の
切り下げ

サーチコスト
上昇

賃金上昇の可能性
(資格と賃金の連動)

年功賃金体系
長
期
的
契
約

充分な
年金と退職金

転用不可能な
福利厚生制度 特殊訓練への

人材育成投資

労働需要変動
の吸収

業績状況

人件費削減

雇用外部化の
可能性

（情報の非対称性低下=評定の納得性）

［適合・移籍に関する合意形成＝
衝撃緩衝材としての出向・転籍］

一定期間まで
特定職能内異
動，その後職
能横断異動

人事異動
をしない

Ｊ型人材
「職務に対して
特殊化したスキル」

雇用二分化

安定的な
賃金の保障

正
規
社
員
の
雇
用
維
持

［自発的移動に対する合意形成＝すりかえ合意］

Ｏ型人材
「組織に対して

特殊化したスキル」

Ｊ-Ｏ型人材
「職務に対して特殊化したス
キル」×「組織に対して特殊
化したスキル」

同一職能内
での職場間，
事業所間異動

特定職能内の
ジョブローテー
ション，職場間
異動

（職能資格を昇格していく）

（知識の開示、
技能の顕在化）

（経営活動に貢献する職務能力の獲
得）

［雇用される能力の育成＝就業機会の創出］

［能力のマッチングに向けた
トライ＆エラー］



人員調整（採用抑制、非正規の雇止め、配置転換・出向、

一時帰休、希望退職、解雇）

数量調整 労働時間調整（残業削減）

賞与調整（支給削減）

基本給調整（昇給停止・削減）

資料２ 雇用調整策

賃金調整

人員１ 人員２

人員３ 人員４

＜残業の構造化＞
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同一労働同一賃金は、確かに公正な賃金システムかもしれない。

しかし高い知識・技能を必要とする、より高度な労働に就いて、はじめて賃金

が上がることを意味する。

→つまり、職務能力が高まらなければ、賃金は低いままに留まる。
→誰が、より順調にこの職務ラダーを駆け上がれるのか。

仕事1
仕事 2

仕事 3
仕事 4

賃金 1
賃金 2

賃金 3
賃金 4知識・技能の向上

資料３ 同一労働同一賃金の本質
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資料４ 「すりかえ合意」の論理

「すりかえ合意」行動： 状況を鑑み、自分の真意をすりかえて、周囲からも
期待されている二次選択（引退や転職）を受け入れ、

更にはそれを自らの意思決定として選択する行動
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高年齢者雇用安定法の主眼は、60歳代の雇用延長に置かれている。
しかし前改正法施行3年後の2009年調査では、定年前の50歳代で
退職する人が38.7％にのぼっていることがわかった。
（JILPT「高年齢者の雇用・就業の実態に関する調査」（2009）

過去1年間の退職者中、31.4％は50歳代であるという事実。
（「高年齢者・障害者の雇用と人事管理に関する調査」（2014）

これは何を意味するのか―
60歳定年後の雇用問題に直面する前に、60歳到達前に
（非公式を含む）雇用調整が行われていることを暗示している。

→雇用保障の脆弱化
すなわち、改正法を契機に、60歳到達率が更に低下する可能性もある。
企業にとっては、60歳以降の雇用継続を確約するよりも、中途退職者
を、求職活動支援書を作成して送り出すほうが負担にならないからだ。

雇用圧力によって雇用保障が揺るがされる可能性

資料５ 急進的な改革のリスク例－１
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改正高齢法の裏で深刻化する賃金問題

資料５ 急進的な改革のリスク例－２

賃金上昇が抑制された場合 
 

  

年齢 

A 

60 

C 
 

65 

B 

賃金・ 
限界生産性  

成果・業績が強く賃金に反映された場合 
 

  

年齢 

A 

60 

C 
 

65 

B 
賃金・ 
限界生産性 

多くの企業が、法改正をきっかけに、全社員を対象として賃金上昇の抑制、
成果・業績評価のさらなる導入する意向を示している。
だが十分に理解しなければならないことは、60歳定年に達する前に中途退
職を迫られる人がいたり、雇用継続を諦めねばならない人がいる現状におい
ては、賃金水準の低下や業績評価による賃金決定は、労働者間の格差をさ
らに広げていくということである。

例えば、65歳までの雇用を前提として賃金水準が押し下げられながら、結果的には60歳あるいは50歳代で退
職を余儀なくされ、予定されていた賃金を受け取れない者も出てくる。一方評価が高く賃金水準が高い人は、

有用な人材として60歳を超えて長期にわたって雇用継続され、生涯所得を大幅に増加させる。
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